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熊本県水俣病総合対策医療事業等に係る給付関連業務委託仕様書 

 

１ 業務委託名 

  熊本県水俣病総合対策医療事業等に係る給付関連業務委託 

 

２ 委託期間 

  令和７年（２０２５年）４月１日から令和８年（２０２６年）３月３１日まで 

 

３ 目的 

  水俣病総合対策医療事業等における療養費等の審査事務について、毎月の支払事務を

円滑かつ効率的に処理することを目的とする。 

 

４ 業務内容 

(1)  管理業務 

  ① 実施体制の構築 

   ア）熊本県水俣病総合対策医療事業等に係る給付関連業務委託における受託者（以

下「受託者」という。）は、委託業務を遂行するにあたり、想定される業務量に応

じて、適正に委託業務が遂行できるよう、受託者の責任において、実施体制を構

築し維持するとともに、必要に応じて適切かつ柔軟な対応をとること。 

   イ）受託者は、業務に必要な知識・技術を有し、制度の趣旨及び業務の公益性を十

分理解するとともに、円滑な業務を行える者であり、各業務の遂行に十分な経験

を有する者として、管理責任者１名及び担当者（６名程度。業務量によって人員

数調整可）を配置すること。なお、管理責任者不在時には、代理となる者を配置

すること。 

   ウ）受託者は、熊本県（以下「委託者」という。）への報告、委託者との協議又は委

託者からの指導や指示等が必要なときは、原則として管理責任者をもって対応し、

管理責任者から担当者に対して必要な指示・情報共有を行うこと。 

  ② 計画書及び報告書の作成、提出 

   ア）受託者は、月毎の月間計画表（４月分を除く）を、前月２５日までに委託者へ

提出すること。 

   イ）受託者は、月毎の担当者等の勤務実績、業務実施内容及び課題の報告と改善・

対応策等について、翌月５日までを目途に提出すること。ただし、３月分につい

ては、８(1)②の業務完了報告書とともに３月３１日までに提出すること。 

   ウ）上記ア及びイについて、受託者は月１回以上、必要に応じ委託者と協議するも

のとする。 

  ③ 委託業務の実施に係る改善及び品質の向上 

   ア）受託者は、本業務を実施する上で、申請書類等のチェックを十分に行い、業務

の進捗状況を随時管理するなど、審査ミスを低減させる取組みを行うこと。 

   イ）当初の作業マニュアルは、委託者が準備する。なお、日々の委託業務の遂行に

あたって生じた課題に対する改善策を検討し、又は委託者と協議した結果を蓄積
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し、常に委託業務の改善及び品質の向上を図るとともに、適宜マニュアルの再点

検を行うこと。 

   ウ）委託業務の実施にあたり検討した改善策や対応策については、委託者・受託者

双方の見解に相違が生じないよう配慮するとともに、マニュアルを修正する場合

は、事前に委託者に協議すること。 

 

(2)  審査業務 

   水俣病総合対策医療事業等に係る療養費等の支払いを受けるために、医療機関等及

び手帳所持者が提出した各申請書等の書類の受理、審査、確認等を行う。 

① 審査の対象となる請求方法 

   ア）整骨院からの請求 

   イ）医療費、介護保険サービス費、はり・きゅう・マッサージ療養費（保険適用分）

の請求（手帳所持者が、窓口で手帳を提出せず自己負担分を支払い、後日償還払

請求する場合等） 

ウ）治療用装具費の請求（手帳所持者からの直接請求） 

   エ）はり・きゅう施術費（保険適用外）・温泉療養費の請求（手帳所持者からの直接

請求） 

オ）療養手当の申請（他公費で全額支給されている場合や介護老人保健施設に入所

している場合） 

 

  【参考：療養費給付業務の流れ（県で審査するのは枠囲み部分）】 
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② 審査事務の内容 

   ア）受付 

郵送等により届いた申請書等を仕分けし、受付印の押印及び受付簿への入力を

行う。 

   イ）審査 

申請書等の記入箇所や添付書類について、不備や漏れが無いか審査し、必要に

応じて申請者へ直接内容確認をしたうえで、データ入力業者に引き渡せる状態に

する。 

主な内容確認箇所は、以下のとおり。 

    ・受給者番号、申請者氏名、住所、電話番号及び生年月日 

    ・傷病名 

    ・保険種別・負担割合 

    ・診療実日数 

    ・医療機関コード 

   ウ）データチェック 

     データ入力業者が入力したデータと申請書の突合チェックや、エラーチェック

を行う。 

   エ）ファイリング 

     申請書を、区分毎にファイリングする。 

  ③ その他 

令和８年（２０２６年）４月より新台帳システムへの移行が予定されていること

から、令和８年（２０２６年）１月頃より、試行的な入力作業や、一部業務内容の

見直しを行う可能性がある。 

  

  (3) 業務量 

    約 5,600 件/月 
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【参考：事務処理フロー】 

 ※（県）は、委託者が直接行う事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：事務処理の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・郵便物を開封し、届いた申請書を手帳毎・受給者番号毎に振り分け

・申請書に受付印を押し、受付簿に入力

・記入欄の内容確認・審査

・医療機関コード等の確認

・データ化依頼箇所のチェック

・書類に不備があった場合、申請者に直接確認

・データ入力業者が入力したデータと申請書の突合

・申請書を区分毎にファイリング

（県）請求データにより支払手続き、支払通知発送

（県）データ入力業者へデータ修正依頼、追加パンチ依頼

（県）支払

各種エラーリストチェック

ファイリング

受付

申請書内容チェック

（県）データ入力業者へパンチ依頼

データリストチェック

■ 月 ■ 月の翌月

初旬頃 ・データリストチェック
（データ修正依頼、追加パンチ依頼（県））

・申請書ファイリング

中旬頃 　受付、審査 ・各種エラーリストチェック
　（1ヶ月を通して実施）

・請求データに基づき、支払手続き（県）

下旬頃 ・支払通知発送（県）

月末 　・データ入力業者へパンチ依頼 ・支払（県）
　（県）
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【参考：申請書様式（例）】 
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５ 業務場所 

  熊本県庁行政棟新館５階 水俣病保健課内とする。 

 

６ 業務実施時間 

  原則として、開庁時間（８時３０分～１７時１５分）とする。但し、やむを得ず開庁

時間外に業務を行う必要がある場合は、委託者と協議の上、委託者立ち合いのもと実施

することは可能とする。 

 

７ 費用負担 

事務処理の運用に必要なパソコン（７台）、電話、コピー機の調達及びその電源や消耗

品（トナー・コピー用紙）、ファイリング用のファイルについては、委託者が負担する。 

それ以外で事務処理業務の運用に必要な消耗品（名札・事務用品等）の調達は、受託

者が行うこと。 

 

８ 提出物等 

(1) 提出物及び納入期限 

① 業務計画、実施体制等 

契約締結後、速やかに提出すること。 

  ② 業務完了報告書 

    令和８年（２０２６年）３月３１日までに提出すること。 

  ③ その他、必要な提出物及び納入期限については、受託者と委託者の協議の上、決

定する。 

 (2) 納入方法 

   ①、②いずれも紙媒体で１部提出すること。 

   その他の提出物の納入方法は、受託者と委託者の協議の上、決定する。 

 (3) 納入場所 

   熊本県庁行政棟新館５階 水俣病保健課 

 

９ 留意事項 

(1) 業務の実施に当たっては、委託者と十分協議の上、実施すること。 

  (2) 本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び本仕様書に明記していない事項については、

委託者と協議すること。 

 (3) 本業務の再委託は認めないこと。 

  (4) 受託者は、委託者が承認した場合を除き、業務上知り得た情報を第三者に漏らし、又

は他の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても

同様とする。 

(5) 個人情報の取扱いには十分留意するとともに、個人情報保護に関する法令等を遵守

すること。 
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(6) 受託者は、本業務に係る契約の終了後、他者に本業務の引継ぎを行う必要が生じた

場合には、円滑な引継ぎに努めること。なお、具体的な方法は、受託者と県の協議に

よるものとする。 

(7) 本業務の実施については、この仕様書に定めるもののほか、必要に応じて別に定め

る。 


